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ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
で
あ
っ
て
、
飲
料
又
は
し
ょ
う
ゆ
が
充
て
ん
さ
れ
た
も
の
の
表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省

令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
等

新
旧
対
照
条
文

○
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
で
あ
っ
て
、
飲
料
又
は
し
ょ
う
ゆ
が
充
て
ん
さ
れ
た
も
の
の
表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
（
平

成
五
年
大
蔵
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
で
あ
っ
て
、
飲
料
又
は
特
定

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
で
あ
っ
て
、
飲
料
又
は
し
ょ

調
味
料
が
充
て
ん
さ
れ
た
も
の
の
表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め

う
ゆ
が
充
て
ん
さ
れ
た
も
の
の
表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る

る
省
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

省
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

（
表
示
事
項
）

（
表
示
事
項
）

第
一
条

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

第
一
条

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
同
項
第
一
号
に

い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
同
項
第
一
号
に

掲
げ
る
事
項
は
、
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
（
内
容

掲
げ
る
事
項
は
、
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
（
内
容

積
が
百
五
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
単
に
「
容
器

積
が
百
五
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
単
に
「
容
器

」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
飲
料
（
酒
類
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又

」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
飲
料
（
酒
類
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
特
定
調
味
料
（
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

は
し
ょ
う
ゆ
が
充
て
ん
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
容
器
の
材
質
に

別
表
第
五
の
四
の
項
の
上
欄
に
規
定
す
る
調
味
料
に
関
す
る
省
令
（
平

関
す
る
事
項
と
す
る
。

成
二
十
年
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第

号
）
で
定
め
る
調
味
料

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
充
て
ん
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
容

器
の
材
質
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

（
遵
守
事
項
）

（
遵
守
事
項
）

第
二
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
同
項
第
二
号

に

第
二
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
同
項
第
二
号
に

掲
げ
る
事
項
は
、
容
器
を
製
造
す
る
事
業
者
及
び
容
器
に
飲
料
又
は
特

掲
げ
る
事
項
は
、
容
器
を
製
造
す
る
事
業
者
及
び
容
器
に
飲
料
又
は
し

定
調
味
料
を
充
て
ん
す
る
事
業
者
並
び
に
飲
料
又
は
特
定
調
味
料
が
充

ょ
う
ゆ
を
充
て
ん
す
る
事
業
者
並
び
に
飲
料
又
は
し
ょ
う
ゆ
が
充
て
ん

て
ん
さ
れ
た
容
器
で
あ
っ
て
、
自
ら
輸
入
し
た
も
の
を
販
売
す
る
事
業

さ
れ
た
容
器
で
あ
っ
て
、
自
ら
輸
入
し
た
も
の
を
販
売
す
る
事
業
者
に
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者
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

別
表
の
上
欄
の
指
定
表
示
製
品
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

一

別
表
の
上
欄
の
指
定
表
示
製
品
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
様
式
に
基
づ
き
、
容
器
の
底
部
又
は
側
部
に
、
一
箇

下
欄
に
定
め
る
様
式
に
基
づ
き
、
容
器
の
底
部
又
は
側
部
に
、
一
箇

所
以
上
、
刻
印
し
、
か
つ
、
容
器
の
側
部
に
、
一
箇
所
以
上
、
印
刷

所
以
上
、
刻
印
し
、
か
つ
、
容
器
の
側
部
に
、
一
箇
所
以
上
、
印
刷

し
、
又
は
ラ
ベ
ル
を
は
る
こ
と
に
よ
り
、
表
示
を
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
又
は
ラ
ベ
ル
を
は
る
こ
と
に
よ
り
、
表
示
を
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
飲
料
又
は
特
定
調
味
料
が
充
て
ん
さ
れ
た
容
器
で
あ
っ
て
、
自

し
、
飲
料
又
は
し
ょ
う
ゆ
が
充
て
ん
さ
れ
た
容
器
で
あ
っ
て
、
自
ら

ら
輸
入
し
た
も
の
を
販
売
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
刻
印
に
よ
る
表

輸
入
し
た
も
の
を
販
売
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
刻
印
に
よ
る
表
示

示
を
要
し
な
い
。

を
要
し
な
い
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

指
定
表
示
製
品
の
区
分

様
式

指
定
表
示
製
品
の
区
分

様
式

内
容
積
が
百
五
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以

容
器
へ
の
刻
印
に
つ
い
て
は

内
容
積
が
百
五
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以

容
器
へ
の
刻
印
に
つ
い
て
は

上
一
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
容
器
で
あ
っ

、
様
式
一

上
一
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
容
器
で
あ
っ

、
様
式
一

て
、
飲
料
又
は
特
定
調
味
料
が
充
て

容
器
へ
の
印
刷
又
は
ラ
ベ
ル

て
、
飲
料
又
は
し
ょ
う
ゆ
が
充
て
ん

容
器
へ
の
印
刷
又
は
ラ
ベ
ル

ん
さ
れ
た
も
の

を
は
る
こ
と
に
よ
る
表
示
に

さ
れ
た
も
の

を
は
る
こ
と
に
よ
る
表
示
に

つ
い
て
は
、
様
式
二

つ
い
て
は
、
様
式
二

内
容
積
が
一
リ
ッ
ト
ル
以
上
四
リ
ッ

容
器
へ
の
刻
印
に
つ
い
て
は

内
容
積
が
一
リ
ッ
ト
ル
以
上
四
リ
ッ

容
器
へ
の
刻
印
に
つ
い
て
は

ト
ル
未
満
の
容
器
で
あ
っ
て
、
飲
料

、
様
式
一

ト
ル
未
満
の
容
器
で
あ
っ
て
、
飲
料

、
様
式
一

又
は
特
定
調
味
料
が
充
て
ん
さ
れ
た

容
器
へ
の
印
刷
又
は
ラ
ベ
ル

又
は
し
ょ
う
ゆ
が
充
て
ん
さ
れ
た
も

容
器
へ
の
印
刷
又
は
ラ
ベ
ル

も
の

を
は
る
こ
と
に
よ
る
表
示
に

の

を
は
る
こ
と
に
よ
る
表
示
に

つ
い
て
は
、
様
式
三

つ
い
て
は
、
様
式
三

内
容
積
が
四
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器

容
器
へ
の
刻
印
に
つ
い
て
は

内
容
積
が
四
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器

容
器
へ
の
刻
印
に
つ
い
て
は

で
あ
っ
て
、
飲
料
又
は
特
定
調
味
料

、
様
式
一

で
あ
っ
て
、
飲
料
又
は
し
ょ
う
ゆ
が

、
様
式
一
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が
充
て
ん
さ
れ
た
も
の

容
器
へ
の
印
刷
又
は
ラ
ベ
ル

充
て
ん
さ
れ
た
も
の

容
器
へ
の
印
刷
又
は
ラ
ベ
ル

を
は
る
こ
と
に
よ
る
表
示
に

を
は
る
こ
と
に
よ
る
表
示
に

つ
い
て
は
、
様
式
四

つ
い
て
は
、
様
式
四
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○
特
定
容
器
包
装
の
表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
三
年
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
表
示
事
項
）

（
表
示
事
項
）

第
一
条

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ

う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ

る
事
項
は
、
特
定
容
器
包
装
（
容
器
包
装
（
商
品
の
容
器
及
び
包
装
で
あ

る
事
項
は
、
特
定
容
器
包
装
（
容
器
包
装
（
商
品
の
容
器
及
び
包
装
で
あ

っ
て
、
当
該
商
品
が
費
消
さ
れ
、
又
は
当
該
商
品
と
分
離
さ
れ
た
場
合
に

っ
て
、
当
該
商
品
が
費
消
さ
れ
、
又
は
当
該
商
品
と
分
離
さ
れ
た
場
合
に

不
要
に
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
主
と
し
て
紙
製
の
も
の
又
は
主

不
要
に
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
主
と
し
て
紙
製
の
も
の
又
は
主

と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
を
い
い
、
飲
料
、
特
定
調
味
料
（
資
源

と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
を
い
い
、
飲
料
、
し
ょ
う
ゆ
又
は
酒
類

の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
五
の
四
の
項
の
上

を
充
て
ん
す
る
た
め
の
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
容
器
及
び
資

欄
に
規
定
す
る
調
味
料
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
農
林
水
産
省
・
経

源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
五
の
六
の
項
の

済
産
業
省
令
第

号
）
で
定
め
る
調
味
料
を
い
う
。
）
又
は
酒
類
を
充
て

上
欄
に
規
定
す
る
特
定
容
器
包
装
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
財
務
省

ん
す
る
た
め
の
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
容
器
及
び
資
源
の
有

・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
。
以
下
「
特
定

効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
に

容
器
包
装
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下

規
定
す
る
特
定
容
器
包
装
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
財
務
省
・
厚
生

同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
容
器
包
装
の
材
質
に
関
す
る
事
項
と
す

労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
。
以
下
「
特
定
容
器
包

る
。

装
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。

）
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
容
器
包
装
の
材
質
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。
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○
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
に
規
定
す
る
特
定
容
器
包
装
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
財
務
省
・
厚
生

労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
紙
製
容
器
包
装
等
」
と
は
、
主
と
し
て
紙

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
紙
製
容
器
包
装
等
」
と
は
、
主
と
し
て
紙

製
の
容
器
包
装
（
主
と
し
て
段
ボ
ー
ル
製
の
容
器
包
装
又
は
主
と
し
て
紙

製
の
容
器
包
装
（
主
と
し
て
段
ボ
ー
ル
製
の
容
器
包
装
又
は
主
と
し
て
紙

製
の
容
器
で
あ
っ
て
飲
料
若
し
く
は
酒
類
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
も
の
（

製
の
容
器
で
あ
っ
て
飲
料
若
し
く
は
酒
類
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
も
の
（

原
材
料
と
し
て
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
が
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を

原
材
料
と
し
て
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
が
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を

除
く
。
）
又
は
主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
容
器
包
装
（
飲
料
、
特
定

除
く
。
）
又
は
主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
容
器
包
装
（
飲
料
、
し
ょ

調
味
料
（
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
五

う
ゆ
又
は
酒
類
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト

の
四
の
項
の
上
欄
に
規
定
す
る
調
味
料
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
農

製
の
容
器
を
除
く
。
）
を
い
う
。

林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第

号
）
で
定
め
る
調
味
料
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
又
は
酒
類
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ

ー
ト
製
の
容
器
を
除
く
。
）
を
い
う
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
令
別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
の
主
務
省
令
で
定
め
る
容
器
包
装
）

（
令
別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
の
主
務
省
令
で
定
め
る
容
器
包
装
）

第
二
条

令
別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
の
主
務
省
令
で
定
め
る
容
器
包
装

第
二
条

令
別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
の
主
務
省
令
で
定
め
る
容
器
包
装

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

飲
料
、
特
定
調
味
料
又
は
酒
類
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
ポ
リ
エ
チ
レ

四

飲
料
、
し
ょ
う
ゆ
又
は
酒
類
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
ポ
リ
エ
チ
レ
ン

ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
（
内
容
積
が
百
五
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
未

テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
（
内
容
積
が
百
五
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
未
満

満
の
も
の
に
限
る
。
）

の
も
の
に
限
る
。
）

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）


